
 

大阪広域環境施設組合規則第21号 

 

職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

職員の管理職手当に関する規則（平成27年規則第50号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線で付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（支給範囲及び手当月額） 

第２条 条例第18条第１項に規定する組合規

則で指定する職員は、別表に掲げる職にあ

る職員（以下「管理監督職員」という。）

とし、管理職手当の月額は、同表に掲げる

職にある職員にあつては、同表の職欄に掲

げる職に対応する同表の区分欄に定める区

分（事務局長が定める特に重要な職にあつ

ては、３種甲）に応じて、次の各号に掲げ

る額（地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成３年法律第110号）第10条第１項

に規定する育児短時間勤務をしている職員

及び同法第17条の規定による短時間勤務を

している職員にあつては、当該額に条例第

６条第13項に規定する算出率を乗じて得た

額）とする。 

(1) １種甲 139,000円 

(2) ２種甲 113,000円 

(3) ３種甲 84,000円 

(4) ３種乙 77,000円 

２ 前項の規定にかかわらず、管理監督職員

のうち地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第28条の４第１項又は第28条の５第１

項の規定により採用されたものの管理職手

（支給範囲及び手当月額） 

第２条 ［同左］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) １種甲 136,000円 

(2) ２種甲 111,000円 

(3) ３種甲 82,000円 

(4) ３種乙 75,000円 

２ ［同左］ 

 

 

 



 

当の月額は、別表に掲げる職にある職員に

あっては、同表の職欄に掲げる職に対応す

る同表の区分欄に定める区分に応じて、次

の各号に掲げる額（同項に規定する短時間

勤務の職を占める職員並びに地方公務員の

育児休業等に関する法律第10条第１項に規

定する育児短時間勤務をしている職員及び

同法第17条の規定による短時間勤務をして

いる職員にあっては、当該額に条例第６条

第13項に規定する算出率を乗じて得た額）

とする。 

(1) １種甲 104,000円 

(2) ２種甲 86,000円 

(3) ３種甲 56,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) １種甲 102,000円 

(2) ２種甲 84,000円 

(3) ３種甲 55,000円 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の

規定は、令和４年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。 

（手当の内払） 

３ この規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて適用日からこの規則

の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払と

みなす。 

（施行の細目） 

４ この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う清算その他必要な事項は、管理者が定め

る。 


